
・市民に理解しや
すい条例に

・川崎市の独自性
を打ち出す

・条例によるコス
ト増へ配慮

・平易な文章で
作成

・現在の行政運
営の枠を取り
外す

・会議の進め方のル
ールをつくる

・「川崎には基本
条例がある」こ
とを誇りにでき
るように

・総論賛成、各論反対
をなくそう

・人間と自然、環境の共生を実現

・新たな公共領域
とその担い手も

・通勤者、昼間人口を
どのように扱うか

・川崎に住むことが誇
れるような条例

・明確で生活に密着し
た条例に

・自分勝手は自治
ではない

・市民の権利が前面に出される

・自治の基本＝　
「市民が主役」
を共通認識とし
て

・10年後、20年後
の未来に夢を持
てる条例

・日々の暮らし、子供
の未来にも喜びや希
望が持てるように

・条例の解釈問題→具体的に「何ができる、
何が変わる」をきちんと出していく

・基本条例の権限はどのあたりま
での「基本」になるのだろうか？

・市民のためにあ
り、地域のこと
は市民自らが責
任を持って決め
ていくことを基
本にしたい

・市民のできることは
市民の手で、行政で
なければできないこ
とは行政が担い、市
民活動をコーディネ
ートする中間組織も
必要

・市民生活優先の都市
像（川崎市）を実現
する、自治分権（市
民主権）の確保

・自治してどんなまちをつくるのか、
自治するまちのイメージづくりを

・市民一人ひとり
が行動しなけれ
ば何も変わらな
いことを啓発す
べき

・中味はもちろんだが、
条例策定の過程が
重要

→委員会運営で「市
民参加」を実現し、
広く市民の関心を
得ながら、その意
見を反映させたい

・学校教育の現状を踏
まえた学童、児童、
生徒に夢と希望を醸
成する教育改革、教
育委員会のあり方

・市民の権利規定と義務規定は表
裏一体のものとして定めるべき
（義務を果たさなければ権利を
行使できない）

・市民の平等を実現できる

・公共性

・市の憲法であり、市の
ビジョンを表すもの

・市の基本的な考え
を明確に

・企業、事業者の社
会的責任の明記
（環境、人権…）

・法律と反する条例は可
能か ・総合計画との整

合性

・地方分権時代の最
高規範

・行政サービスのあり方を定める
（適正な税金の使い方等）

・３ヶ月以上居住者
（ホームレスも含む）

・市民活動を活性化さ
せる、市民による中
間組織

・一部の市民のエゴを
許さない市民パワー
の組織化

・基本的人権の視点で考える

・区民議会やテー
マ別市民会議の
立ち上げ

・区選出議員と区
民会議の制度化

・ボランティアに
よる区民議会

・自治体の憲法　

・市民と行政との
関係と進め方

・審議会、委員会、テーマ、メンバー
構成等を市民も決められるように

・市民参加には、「政策決定過程への
参加」と「事業への参加」がある

・市民・住民の意見が反映される仕組み

・基本条例の中に今回のような検討委
員会を設置することを規定できるか

・市民と行政は対等に！
（時には相反するとき
もあり）

・市民らしい自治を
築き、市民の主権
に基づいた市民参
加の実現を

・市民の参加につい
ての問題点
（司法制度、裁判員
制度も参考に）

〈志木市の例①〉
　市政運営基本条例～市民委員会～
　　→市民による「第２の市役所」

〈志木市の例②〉
　公共事業市民選択権保有条例
　～民意審査会～

・理念条例として基
本理念をもれなく
盛り込んだ条例を
つくりたい

・自治基本条例は仮称であり、ま
ず「○○基本条例」といった条
例の名称を定めることから入る
のはどうか

・フィードバックする
つもりで、条例を憲
法や法律へ加える

・総合計画の理念
と条例の理念
の整合を図る

・こういう住民参加制度があったらい
いな！！の議論、アイデア出しから
出発する

・自治体って　なーに？
　市民って　なーに？

・手続きを定める

・市民の、市民による、
市民のための憲法

・基本条例で小・中学校
の設置基準を規定でき
ないか

・行政の役割と責任と
は何か

・自立市民を育て、育
つ社会に

→協働のあり方、
パートナーシッ
プのあり方

・行政・議会の外形標準を定
める規定 ・市民の意見を議会に反映す

る仕組み

・議員のマニフェストを条例
化する

・地域で考え、地域で
行うことが重要

・区でできるだけ解決
できるように

・自己統治による新たな
コミュニティの創造

・町内会、自治会との関
係を整理する

・７つの区の特性を重んじる

・議会から市民に意見を聞く
努力を

・市民に、議会へ
の予算提出権を
与えたらどうか

・住民と市民の違い

・学び、住み、働く
者すべて

・納税者？

・市民参加の行政

・ＮＰＯの位置づけ

・市民の自立を助け
るシステム

・市民が活動しやす
くなる税制の創設

・市民と行政との
関係

・決定の際における
議会・行政・市民
の参画について

・市民から行政への調査権・提
案権
→複数人で市民の受け皿組織が
ある場合など

・総合計画等につ
いての評価と責
任について

・行政政策につい
ての評価制度

・バックアップ体制 ・実効性がある条例に

・情報公開、情報
の共有化規定

・条例の基本フレームに
そって作成

・住民投票結果と
施策実施との関
係のルールを検
討すべき

・住民投票制度は
衆愚政治に陥ら
ないか

・議会との関係　
（議会の果たす役割など）

・議会と市民の関係の整
理

・議会をいかに機能させ
るか

・安全・安心なまちづくり
に関する事柄

・危機管理（有事における
市民保護のあり方）

・フォローする、育てる、組織・
活動を

・運営原則に具体的な手続き、
ルールなどを盛り込み、実
効性を担保しうる先進的内
容の条例をつくりたい

・効果が検証できる仕組みづ
くり

・人と動物の共生に関する
事柄

・地域住民同士の交流を密
接にする事柄

・実効性、機能性をもたせるた
めのバックアップの仕組み

・乳幼児託児と保育の
充実を条例化したい

・議会と市民、行政と市
民の関係づくり

・議会と行政の役割の明
確化

・議会・行政・審議会の
役割の明確化

→市民参加と現存する町
内会、自治会との関係
づけ（自己責任との関
係において、楽しいま
ちづくりには必要）

・小さな単位での自治、コ
ミュニティ自治

・行政の役割、市
と区、区と市民
との関係

・市（行政）と市
民のパートナー
シップ

・まちづくりは計画段階から市民参加

・主役である市民の参加

・市民参画を促進するもの

・合意形成の仕組みをいかにつくるか

・様々な考えの市民が公平にどう折り
合いをつけるか、折り合いのつけ方
のルールが必要

・区の役割・権限について

・サブシディアリティ
（補完性原理）

・区単位の市民活動を
促進するもの

・行政と選出される議
員と区民との関係、
つまり区役所行政の
確立に向けて

・行政評価、評価
基準の公表

・自治会に参加す
るための情報共
有

・500万円から市民が使い途を決
める（→１％）「自治創生資金」

・まちづくり参加の推
奨制度と裁判員制度
→住民税割引等

・オンブズマンなどの位置づけ
の明確化

・費用負担→行政
のやり方を変え
れば対応可能か

・子供たちに未来を託す事柄

・情報化社会の共生

・自治するまちのイ
メージの共有化

（ただし市民がつくる）

（したがって基本理念
　（前文）が重要）

→行政サービスの減少分は、
市民が“動く”ことで対応

ここに掲載されている意見は、第２回検討委員会で各委員から出された自治基本条例に
関する意見を、次の３つの分類で整理したものであり、検討委員会で合意されたもので
はありません。

－自治基本条例に関する意見を出し合おう！のまとめ－　１－自治基本条例に関する意見を出し合おう！のまとめ－　１ （第２回自治基本条例検討委員会の整理）（第２回自治基本条例検討委員会の整理） （第２回自治基本条例検討委員会の整理）（第２回自治基本条例検討委員会の整理）　川崎市　自治基本条例検討委員会　川崎市　自治基本条例検討委員会 資料2 －自治基本条例に関する意見を出し合おう！のまとめ－　２－自治基本条例に関する意見を出し合おう！のまとめ－　２ 　川崎市　自治基本条例検討委員会　川崎市　自治基本条例検討委員会

□条例のつくり方
　　　・ポイント

□自治体って何？

□条例の性格と位置づけは？

□行政の役割・
　　　　責任とは？

□市民と行政の協働

□議会・市民・行政 □議会・議会・議会

□まちの課題を
　　　　解決するために…

□区って何？

□市民活動の推進

○自治の基本

○自治するまち・川崎

百
年
の
計
！

位置づけ

参加・参画・協働

裏
面
へ
続
く

表
面
か
ら

制度・ルール

□情報公開□評価

□条例の実効性を高める

□住民投票

□条例ができてから…

□自治とコミュニティ

□憲法・法律 □総合計画

○行政運営の条例として

○理念条例として

○自治体の憲法として

○「○○条例」？

条例で何ができる、何が変わる

住民？

市民？

検討の仕方をどうするか
（検討プロセスや策定プロ
セス）

どのように規定するか
（検討テーマに対する個別
の提案、目的・考え方や
具体的な規定設定の方向
性等）

何を検討すべきか
（検討テーマ）

市民自治とは

○市民と住民

《自治体の組織のあり方（市民－議会－行政）》

《区のあり方》

【基本・総論】

【盛り込むべき内容】 【盛り込むべき内容】 【制度・装置】


